
○浦安市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優

良宅地認定事務施行規則 

昭和60年12月５日 

規則第42号 

改正 昭和62年11月14日規則第37号 

（題名改称） 

平成９年３月31日規則第10号 

平成12年３月27日規則第５号 

平成16年３月24日規則第15号 

（題名改称） 

平成26年３月31日規則第26号 

（題名改称） 

令和４年３月11日規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、租税特別措置法（昭和32年法律第26号。以下「法」とい

う。）第28条の４第３項第５号イ及び第７号イ、第31条の２第２項第14号ハ、

第62条の３第４項第14号ハ並びに第63条第３項第５号イ及び第７号イの規定

による認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。 

（昭62規則37・平９規則10・平12規則５・平16規則15・平26規則26・

令４規則４・一部改正） 

（認定申請の手続） 

第２条 法第28条の４第３項第５号イ、第31条の２第２項第14号ハ、第62条の

３第４項第14号ハ及び第63条第３項第５号イの規定による認定（以下「造成

前認定」という。）を受けようとする者は宅地の造成に着手する前に、法第

28条の４第３項第７号イ及び第63条第３項第７号イの規定による認定（以下

「造成後認定」という。）を受けようとする者は宅地の造成が完了した後に、

優良宅地認定申請書（別記第１号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 設計説明書（別記第２号様式）及び設計図 

(2) 造成区域位置図 



(3) 造成区域内の土地の登記事項証明書 

(4) 造成区域内の公図の写し 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書 

３ 前項第１号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。 

図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 

現況図 地形、造成区域の境界並びに造

成区域内及び造成区域の周辺の

公共施設 

１ ／ 2,500

以上 

等高線は、２メー

トルの標高差を示

すものであ るこ

と。 

土地利用計画図 造成区域の境界、公共施設の位

置及び形状、予定建築物の敷地

の形状、敷地に係る予定建築物

の用途並びに公共施設の位置 

１ ／ 1,000

以上 

  

造成計画平面図 造成区域の境界、切土又は盛土

をする土地の崖又は擁壁の位

置、道路の位置、幅員及び勾配

並びに宅地の地盤の高さ 

１ ／ 1,000

以上 

 

造成断面図 切土又は盛土をする前後の地盤

面 

１ ／ 1,000

以上 

高低差の著しい箇

所について作成す

ること。 

排水施設平面図 排水区域の区域界並びに排水施

設の位置、種類、材料、形状、

内のり寸法、勾配、水の流れの

方向、吐口の位置及び放流先の

名称 

１／ 500以

上 

  

給水施設平面図 給水施設の位置、形状、内のり

寸法及び取水方法並びに消火栓

の位置 

１／ 500以

上 

排水施設平面図に

まとめて図示して

もよい。 

その他の図面 前記図面のほか、市長が特に必    



要と認めるもので、明示すべき

事項については、適時定めるも

のとする。 

４ 第２項第２号の造成区域位置図は、縮尺2,500分の１以上とし、開発区域の

位置を表示した地形図でなければならない。 

（昭62規則37・平９規則10・平12規則５・平16規則15・平26規則26・

令４規則４・一部改正） 

（認定の基準） 

第３条 市長は、造成前認定又は造成後認定の申請があつた場合において、当

該申請に係る宅地の造成の計画又は造成された土地が昭和54年建設省告示第

767号に規定する基準及び別に市長が定める認定の基準（以下「認定基準」と

いう。）に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反している

と認めるときは、認定しないものとする。 

（平26規則26・一部改正） 

（認定書等の交付） 

第４条 市長は、造成前認定を行つたときは優良宅地認定書（別記第３号様式）

を、造成後認定を行つたときは造成後認定証明書（別記第４号様式）を当該

申請者に対し交付するものとする。 

（平26規則26・一部改正） 

（造成計画の変更認定） 

第５条 造成前認定を受けた者（以下「造成前認定者」という。）は、当該造

成前認定に係る宅地の造成の計画を変更しようとするときは、当該変更に係

る宅地の造成が認定基準に適合するものであることについて、優良宅地認定

申請書（別記第１号様式）を市長に提出して、認定を受けなければならない。

ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。 

(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変

更 

(2) 工事の仕様を変更する設計の軽微な変更 

２ 前項各号に掲げる軽微な変更をしようとするときは、宅地造成工事計画変

更届出書（別記第５号様式）によりその旨を市長に届け出なければならない。 



３ 第２条第２項の規定は、第１項の宅地の造成の計画に係る変更の申請に準

用する。 

（平26規則26・追加） 

（証明書等） 

第６条 造成前認定者は、造成前認定に係る土地の造成区域（工区に分けた場

合は、工区）の全部について造成工事が完了した場合において、当該宅地の

造成が造成前認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、

優良宅地造成証明申請書（別記第６号様式）を市長に提出しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が造成前認定の内容に適合している

と認める場合には、優良宅地造成証明書（別記第７号様式）を交付するもの

とする。 

（平26規則26・追加） 

（造成工事の廃止） 

第７条 造成前認定者は、当該宅地の造成工事を廃止したときは、遅滞なく、

宅地造成工事廃止届出書（別記第８号様式）によりその旨を市長に届け出な

ければならない。 

（平26規則26・追加） 

（地位の承継） 

第８条 造成前認定者の相続人その他の承継人又は造成前認定者から当該造成

区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権原を取得した者は、第６

条第２項の優良宅地造成証明書の交付を受けるまでの間に限り、地位承継届

出書（別記第９号様式）により市長に届け出てその地位を承継することがで

きる。 

２ 前項の地位承継届出書には、造成前認定に基づく地位の承継の原因となる

事実を証する書類を添付しなければならない。 

（平26規則26・追加） 

（都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例） 

第９条 市長は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定によ

る許可を受けた宅地の造成（その造成区域の面積が1,000平方メートル未満の



ものに限る。）について、第４条の造成後認定証明書を交付する場合には、

認定の申請者の請求に基づき同法第36条第２項の検査済証の写しに当該証明

書とする旨を明記したものを第４条の造成後認定証明書として交付する。 

（平26規則26・追加） 

（土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例） 

第１０条 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）の規定による土地区画整理

事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、法第28条の４第

３項第５号イ及び第63条第３項第５号イの規定による認定又は造成後認定を

受けようとする者は、第２条第１項及び第２項の規定にかかわらず、同法第

103条第４項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書（別記第１

号様式）に同項第１号に掲げる図書（設計図にあつては、土地利用計画図及

び造成計画平面図に限る。）並びに同項第２号及び第５号に掲げる図書を添

付して市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の申請に係る宅地の造成が認定基準に適合すると認める場合

は、造成後認定については造成後認定証明書（別記第４号様式）を交付し、

その他の認定については第４条及び第６条第２項の規定にかかわらず、優良

宅地（土地区画整理事業）証明書（別記第10号様式）を交付するものとする。 

３ 仮換地の指定の段階にある土地であつても、既に造成を完了し、そのまま

換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前２項の手続に準

じて認定を行うことができる。 

（平12規則５・一部改正、平26規則26・旧第５条繰下・一部改正、令

４規則４・一部改正） 

（申請書等の提出部数） 

第１１条 この規則の規定による申請書及びその添付図書等の提出部数は、そ

れぞれ正本１部及び副本１部とする。 

（平26規則26・旧第６条繰下・一部改正） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和62年11月14日規則第37号） 

この規則は、公布の日から施行する。 



附 則（平成９年３月31日規則第10号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年３月27日規則第５号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年３月24日規則第15号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日規則第26号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月11日規則第４号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


